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   提 案 理 由 

地方自治法の一部を改正する法律案に関して、地方自治の本旨を尊重し慎重な

運用を求めるため、この案を提出する。 

 

 

 

 

 



 



地方自治法の一部を改正する法律案に関して、地方自治の本旨を尊重

し慎重な運用を求める意見書 

 

令和６年３月１日に政府が閣議決定し、令和６年５月２８日に衆議院総務委員

会において可決された「地方自治法の一部を改正する法律案」では、第３３次地

方制度調査会の答申を踏まえ、国の地方公共団体に対する補充的な指示（以下、

「国の補充的な指示」という。）の規定が盛り込まれた。 

新型コロナ対応等で直面した課題を踏まえ、今後も起こりうる想定外の事態に

万全を期す観点から、国の補充的な指示の必要性について一定の理解はするもの

の、憲法で保障された地方自治の本旨に鑑み、国と地方の対等な関係が損なわれ

るおそれもあることから、その制度化及び運用に当たっては、十分な配慮が必要

である。 

全国知事会での提言では、現場の実情を踏まえたものとなるよう、事前に適切

な協議・調整を行う運用の明確化などが図られるよう強く求められている。また、

衆議院総務委員会では同様の内容の附帯決議が可決された。 

本市議会は国と地方公共団体の健全な関係を維持・発展させる観点から、本法

施行においては適切な措置を講じ、その運用の明確化が図られるよう、以下の事

項を求める。 

記 

１ 国の補充的な指示については、事前に地方公共団体との間で十分な協議・調

整等を行うこと。 

２ 行使後は国と地方公共団体の間で情報共有などの連携を適切に図ること。 

３ 国の補充的な指示は、国と地方公共団体の関係の特例として位置づけ、安易

に行使されることのないようにすること。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定に基づき意見書を提出する。 

 

令和６年６月  日 
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